
（注）管理形態欄には，直営・管理委託・指定管理者の別を記入してください。

２．現指定管理者の概要【施設所管課記入】

３．施設の概要【施設所管課記入】

利 用 料 金 制

採 用 の 有 無 　□　有　　■　無

利 用 料 金 の 名 称 　

開 館 （ 所 ） 日 365日

開 館 （ 所 ） 時 間 24時間

指 定 管 理 者 が 行 う
業 務 の 範 囲

・婦人保護施設条例第3条各号に掲げる業務
・保護施設の維持管理に関する業務
・その他、知事が別に定める業務

設 置 目 的 生活上困難な問題を抱えた女性を保護し自立支援を行う。

施 設 の 内 容

敷 地 面 積 　　　7,006.13㎡（その他併用施設の敷地を含む）

構 造 鉄筋コンクリート造３階建て

内 容

事務室、相談室、多目的室、居室等

所 在 地 宮城県

設 置 年 月 昭和22年6月

根 拠 条 例 等 婦人保護施設条例　　婦人保護施設条例施行規則

指 定 期 間 　平成28年4月1日　～　令和3年3月31日　（　5か年）

募 集 方 法 　■　公募　　□　非公募

施 設 の 名 称 宮城県コスモスハウス

平成28年4月 　～　 令和3年3月 指定管理者 社会福祉法人　宮城県福祉事業協会

指 定 管 理 者 の 名 称
名  称 社会福祉法人　宮城県福祉事業協会

所在地 仙台市太白区茂庭台二丁目15-20

平成15年4月 　～　 平成18年3月 管理委託 社会福祉法人　宮城県福祉事業協会

平成18年4月 　～　 平成23年3月 指定管理者 社会福祉法人　宮城県福祉事業協会

施 設 所 管 部 課 （ 室 ） 保健福祉部子ども・家庭支援課

１．当該施設の管理形態の推移【施設所管課記入】

期　　　　　             間 管理形態 指定管理者（管理受託者）の名称 摘 要

平成23年4月 　～　 平成28年3月 指定管理者 社会福祉法人　宮城県福祉事業協会

（様式第１号）

指定管理者制度導入施設の管理運営に関する評価票（評価対象年度：平成30年度）

施 設 の 名 称 宮城県コスモスハウス

指 定 管 理 者 の 名 称 社会福祉法人　宮城県福祉事業協会



４．施設利用実績【施設所管課記入（太枠内は指定管理者記入）】

 (1) 開館（所）日数及び利用者数

日 日 日

人 人 人

（注）対象施設が複数ある場合は，施設ごとに記入してください。

※入所者の決定は，県が行うため，指定管理者で利用人数に関する事業計画は策定していない。

 (2) 延べ利用者数の内訳

人 人 人

人 人 人

人 人 人

人 人 人

人 人 人

人 人 人

５．管理運営収支実績【施設所管課記入（太枠内は指定管理者記入）】

 (1) 収入

 (2) 支出

 (3) 収支

　※　自主事業を実施している場合は，上記に準じて，自主事業の収支実績を別掲すること。

次期繰越収支差額 #DIV/0! #DIV/0!

前期繰越収支差額 #DIV/0! #DIV/0!

収    支  (ｃ)=(ａ)-(ｂ) 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

支 出 計　(ｂ) 59,133 56,285 57,679 97.5% 102.5%

その他 0 4,452 3,867 #DIV/0! 86.9%

事業運営費 8,575 7,136 7,121 83.0% 99.8%

施設管理費 11,722 10,647 13,967 119.2% 131.2%

人件費 38,836 34,050 32,724 84.3% 96.1%

収 入 計　(ａ) 59,133 56,285 57,679 97.5% 102.5%

その他 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

利用料金収入 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

県指定管理料 59,133 56,285 57,679 97.5% 102.5%

（単位：千円，％）

項　　　　　目

事業計画 実　　績
対計画比
(C)/(A)

対前年度比
(C)/(B)

評価対象年度
（平成30年度）

(A)

前　年　度
（平成29年度）

(B)

評価対象年度
（平成30年度）

(C)

合　　　　計 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

項　　　　　目

事業計画 実　　績
対計画比
(C)/(A)

対前年度比
(C)/(B)

評価対象年度
（平成30年度）

(A)

前　年　度
（平成29年度）

(B)

評価対象年度
（平成30年度）

(C)

100.0% 100.0%

延べ利用者数 0 1,661 2,083 #DIV/0! 125.4%

評価対象年度
（平成30年度）

(A)

前　年　度
（平成29年度）

(B)

評価対象年度
（平成30年度）

(C)

開館（所）日数 365 365 365

項　　　　　目

事業計画 実　　績
対計画比
(C)/(A)

対前年度比
(C)/(B)



６．評価対象年度（平成30年度）の管理運営評価【指定管理者・施設所管課記入】

評価 評価

⑧県民の平等利用

・利用については他の機関からの措置にな
る。入所についての事前協議を実施し、国籍
や障害等にとらわれる事なく全て受け入れを
行った。

・利用条件があることから当施設では、入所利
用について決定する事はできないが、機関か
らの入所依頼があるときは、障害や国籍、年
齢に関わらず適正且つ平等に受け入れてお
り、県民平等利用の目的を達成している。
・関係機関からの電話相談等に対応してい
る。

Ｓ

・関係機関からの依頼・相談に適切に対応
するとともに，国籍や障害の有無等に関わら
ず平等に受入を行い，処遇の充実に努めて
いる。

Ｓ

⑦安全対策

・非常災害対策計画及び危機管理マニュア
ル、感染症対応マニュアル等を整備し安全
管理を徹底している。
・警察、裁判所、福祉事務所等の関係機関と
の協議会に参加し関係機関合同の防災会議
を実施。
・防災訓練：年１２回実施（総合訓練1、避難
１２，消火1、放水１通報2、防犯2）
・全居室に家庭用消火器、非常袋を設置。ま
た、全居室の家具転倒防止対策を講じ,不審
者対応の訓練を強化し緊急時に備えている。

・防犯防災対策は他の機関と連携し不審者に
対しては警邏を依頼し安全対策を徹底した。
・防火、地震対策については自主点検や消火
備品、地震対策用品、備蓄物品など自主的
に整備購入し災害に備え、夜間や休日での災
害を想定した実践訓練を行い日頃より防災体
制の強化に努めた。
・感染症対策について看護師の指導や健康
管理に努めた。感染症などは無かった。
・真夏の健康管理として全室冷房完備とし住
環境を整えた。

Ｓ

・危機対応マニュアルの整備や防災訓練の
実施等，安全対策が適切に実施されてい
る。
・専門職員による指導や関係機関との連携
により，入所者の安全対策が十分に図られ
ている。

Ｓ

⑥利用者の苦情，
　 要望等の把握
   とその反映

・利用者について利用時に十分な施設説明
を行い苦情解決の制度を説明。日常的に話
を丁寧に聴き苦情に至らないよう対応に努め
た。
・退所時アンケートをその都度実施。結果は
以下の通りです
質問13項目。自由記載　支援の内容
回答20人：良い200件　普通14件　いいえ0
件
・今年度職員の対応について苦情なし。制度
の活用はなかった。

・生活環境が他の機関と共用により、対人関
係や同伴児同志でのトラブルもあり、その都度
時間をかけて状況を把握し、適切に対処して
いる。
・利用者からの意見は、アンケートだけでなく、
毎朝の集まり会などで出された要望や意見を
大事にしその都度早期に対応と解決を図って
いる。また、日常の関わりを大事にし話を聞く
事を職員間で常に共有している。
・アンケート結果から利用者さんの94.1％の方
から支援についての高い評価を得ている。

Ｓ
・入所者から意見を聞く機会を多く設けてお
り，また，苦情があった場合にも迅速かつ丁
寧に対応し，適切に対処している。

Ｓ

⑤利用者サービス
　 の向上

・入所利用者への支援は③に記載。
・職員会議・合同処遇会議・ケース検討会・
研修など積極的に実施。
・精神的課題や養育困難などの課題も重篤
化し関係機関と連携し支援し対応の向上を
図った。
・精神疾患や愛着障害と思われる入所も多く
心理員の専門的支援が必要となり非常勤心
理職員を継続配置とし充実した心理的ケアに
努めた。
（③④に記載）

・専門的知識を要求され研鑽を積みながら、
複雑多岐に渡る重篤な課題への支援に努め
乳幼児から学童までの同伴児支援など幅広く
支援に努めた。
・医療的支援として心理員の同行や大人だけ
でなく同伴児に対しても個別の心理教育を行
い、自己回復や心のケアに努め役割も重要に
なっている。
・外国籍に関係する専門的支援について関係
機関と連携し適切な処遇に努めた。

Ｓ

・処遇会議やケース検討会等の積極的な実
施により職員の資質向上を図りながら，様々
な事情を抱える利用者へ幅広い支援を行っ
ている。
・心理士やボランティア等による母子への心
身のケアを実施するなど，支援の充実に努
めている。
・外国籍など様々な問題を抱えて入所してき
た方に対して，専門機関による支援のほか，
関係機関と連携し適切に対応している。

Ｓ

④自主事業の実施

・施設の特性や建物環境から、自主事業には
制限がある。

・退所者へのアフター支援については、県のア
フター事業と連携し自主的に実施している。
（21人・延べ166件）

・自主事業としてではないが、ＮＰＯ団体とネッ
トワークを組み、食品の寄贈提供を受け、それ
を直接退所者に届ける事で、生活の貧困や孤
立しないよう継続的支援として訪問や見守り活
動を実践している。

Ａ
・秘匿性が求められる施設の性質上，活動
に制限がある中で，ＮＰＯ団体等との連携に
より退所者へのサービス提供を行っている。

Ａ

③運営業務（ソフト
　 事業等）の実施

・施設の運営方針、事業計画に基づき実施し
ている。
年間利用者39人(大人23、同伴児16人）
延べ2,083人
単身女性、母支援（支援１4項目：6,885件）
同伴児への支援（支援6項目：566件）
看護師による支援　1,142件（延べ134人）
心理員による支援　231件（同伴児分含む）
アフターケアー人（延べ235件）
・関係機関（福祉事務所、弁護士、警察、法
テラス、児童相談所、医療機関など）と積極
的に連携し、課題解決の支援を行っている。

・様々な障害や被害を受けた方の利用が多
く、関係各所、医療機関と連携を強化し、利用
者主体の丁寧な支援と安全を守りながら適切
な支援に努めた。
・利用者の状態に合わせて、内科・精神科等
の医療受診や心理面接等心身の回復を図り
ながら自立に繋げる支援を心掛けた。また、質
の高い支援と適切な関わりによって、利用期
間が他の施設と比較し短期での自立退所と
なっている。
・県のアフター委託事業と連携し退所者の孤
立を防ぎ、安定した地域生活への移行に努力
した。

Ｓ

・入所者の個々の状況に応じた適切な支援
の実施により，入所者の早期回復，自立に
繋がっている。
・障害や様々な課題を抱えて入所してきた
方に対し，専門職員による支援のほか，関係
機関との連携に対応している。
・県で実施している自立生活援助事業との
連携により，効果的に退所者の自立支援を
実施している。退所後のフォローに創意工夫
が見られた。

Ｓ

Ｓ

②施設・設備の維持
　 管理業務の実施

・施設美化に業務員を中心として施設内の環
境整備と建物の維持管理を行い、居室は、
毎週計画的に利用者と清掃活動を行い環境
作りに努め、利用者と職員が共に施設・設備
の維持・管理に努める事ができた。
・全室にエアコンを設置し健康管理に努めた。
・施設内の設備点検、建物の維持管理等は、
法令に従い定期的に点検整備を実施、施設
内のメンテナンスを業者に委託し配管の高圧
洗浄、廊下、階段などのワックス清掃等を実
施した。

・日常の建物、備品、環境などについては利
用者と共に清掃活動を行うなど、建物設備の
維持管理は、施設全体で取り組んでいる。そ
のことにより環境の整備や修繕に係る経費も
削減されている。
・消防設備等の点検整備は、法令に基づき定
期的に実施し器具交換など遅滞なく行ってい
る。
・居室、建物管理については、計画的にリ
フォームを実施し、床、階段、廊下等に対する
定期的なメンテナンスは業者委託し維持に努
めた。

Ｓ

･指定管理業務として定められた施設の維持
管理はもとより，日常的な清掃や点検，定期
的なメンテナンス，計画的なリフォームを行う
など，適切に施設の維持管理に努めており，
修繕経費の削減にも繋がっている。

Ｓ

項　　　　目
事業実績

【指定管理者記入】
指定管理者の自己評価

【指定管理者記入】
県の評価

【施設所管課記入】

①管理運営体制

　

　　　　人員体制

・職員については、全ての職員が有資格・相
談業務などの社会福祉経験などを持ってい
る。
・職員研修については、県内外・法人内・施
設内研修へ積極的に参加。年間20回、延べ
29人参加。（婦人保護施設関係・ＤＶ関係・
児童虐待関係・相談員技能・技術研修関係
など）
・研修委員を設けて施設内部研修の充実を
図った。年間10回、延べ61人参加。
正規5名、非正規5名（非常勤2名含む）

・施設の運営については、職員全員が安全を
基本にした管理運営に努めている。
・職員配置については、心理士、臨床発達心
理士、看護師、保育士など専門性の高い人材
を多く配置し、利用者の権利擁護と人権の保
障を中心に据え、自己決定を尊重し自己実現
に向けた支援を行っている。
・研修については、利用者の重篤な課題性に
対応する為職員の資質向上の為に外部研修
や他機関を含めた内部研修に努めた。

Ｓ

・施設の特性上，非常に専門性が高い人材
が必要とされるが，適切な運営体制を確保
し利用者の人権に配慮した運営を行ってい
る。
・外部への研修参加のみならず，内部研修
についても積極的に行われており，職員の資
質向上が図られている。



評価 評価

　　　【指定管理者が行う自己評価の基準（目安）】

　

　　　【県が行う評価の基準（目安）】

　

７．施設管理運営の課題等【指定管理者・施設所管課記入】

項　　　　目
指定管理者

【指定管理者記入】
県

【施設所管課記入】

管理運営の課題等

・不審者等の防犯の観点から玄関のドアの自動施錠装置を検討した
いと考えています。センターとの共有の場でもあり予算措置などにつ
いて今後協議が必要と考えております。

・入所者の安全確保の観点から，必要に応じて検討する。

Ａ  年度事業計画書等の内容と同程度の実績であり，適正な管理運営が行われた。

Ｂ  年度事業計画書等の内容を下回る実績であり，さらなる工夫・改善が必要である。

Ｃ  年度事業計画書等に基づく管理運営が適切に行われたとは認められず，大いに改善努力が必要である。

Ｃ  年度事業計画書等に基づく管理運営が適切に行われなかった。大いに改善努力が必要である。

評　　価 評　　価　　の　　考　　え　　方

Ｓ  年度事業計画書等の内容を上回る実績であり，優れた管理運営が行われた。

Ｓ  年度事業計画書等の内容を上回る実績であり，優れた管理運営を行った。

Ａ  年度事業計画書等の内容と同程度の実績であり，適正な管理運営を行った。

Ｂ  年度事業計画書等の内容を下回る実績であり，さらなる工夫・改善が必要である。

総　合　評　価

・入所課題が多岐にわたり精神科通院や心理
教育などの心理ケアや外国籍への対応など専
門的知識が要求されるケースが多く、関係機
関との連携や協議により自立に向けた支援が
できたと評価している。
・同伴児を抱える母子の精神面の回復と虐待
防止のための養育支援と子育て支援に努め
た。
・退所後も通院同行や相談など安心して地域
できるようアフター支援に努めた。

Ｓ

・入所者への支援に加え，同伴児への心理
的ケア等に積極的に取り組むなど，一層の
支援充実に努めている。
・県機関との連携強化による，より効果的な
支援の実施に努めており，常に当事者の視
点に立った対応に配慮している。

Ｓ

評　　価 評　　価　　の　　考　　え　　方

⑫その他の取組

・県の環境保全率先実行計画に基づいた環
境配慮実践事業所の認定を受け、省エネ、ご
み減量化、リサイクル等への取り組みを継続
した。
・
・県機関の入所状況に対し、機関同士の連携
として最大限の協力を実施した。

・継続して夏季冬季節電省エネ対策に準じた
活動を実践すると共に環境配慮実践事業所
として県から認定登録され環境に配慮した活
動を行った。
・県の機関に対しての協力を惜しまず、同じ実
施機関として連携を密にし共に県民福祉の向
上に努めた。

Ｓ

・県の環境配慮実践事業所の認定を受ける
など，積極的な環境配慮の取組みが評価で
きる。
・併設する県機関との協力体制の強化に努
めている。

Ｓ

⑪収支実績

・上記５に記載 　・利用者支援の質的向上を図りながら、節約
節減努力を継続して実施した。
・今年度事業計画対比が97.4％となり、ほぼ
事業計画通りの事業が達成されたものと評価
している。 Ａ

・支援体制を確保しながら管理経費等の削
減に努めている。 Ａ

Ｓ

⑩利用実績

・上記4（１）に記載 ・県の決定による利用者受入人数は前年比
125％であった。入所課題が複雑化し課題解
決が難しく長期の支援を必要とする利用者が
多く、課題に対する専門的知識も要求されス
キルの習得に努めた。関係機関と協働し女性
の自立の支援に努めた。
・退所者が安心して地域の生活にスライドでき
るよう訪問や病院同行などのアフター支援に
努めた。

Ａ

・延べ利用者数が昨年から比較し増加して
いるが，複雑な事情を抱え長期的に支援が
必要な入所者に対し，適切かつ丁寧な対応
に取り組んでいる。

Ａ

項　　　　目
事業実績

【指定管理者記入】
指定管理者の自己評価

【指定管理者記入】
県の評価

【施設所管課記入】

⑨個人情報の保護

・個人情報保護規程、施設倫理綱領を定め
守秘義務等に努めている。
・利用者間での情報伝達があり、それぞれの
安心した生活のための個人情報の保持につ
いて説明し理解を得ている。
・職員に対する情報管理教育を適時行い、関
係機関からの情報の取り扱い、記憶媒体によ
る情報の持ち出し禁止等徹底している。

・利用者個人や他の利用者の安全を守るため
にも守秘義務は重要であり、職員一同意識を
高く持ち個人情報保護規程を厳守している。
・関係機関との連携においても、取り扱いにつ
いて十分な協議の上慎重に行っている。
・利用者同士での情報漏えいを防ぐため、入
所時面接において十分説明を行い個人情報
保護の理解に努めている。

Ｓ

・個人情報保護管理規程等が職員に十分
に周知され，職員の個人情報保護に関する
意識が非常に高い。
・外部に対する情報漏えい防止対策が徹底
されている。
・利用者に対する個人情報取扱いの説明な
ど，情報管理に細心の注意を払っている。


